
阿蘇市過疎地域持続的発展計画（素案）に関する意見募集の結果及び市の考え方について 

 

令和３年８月２６日 

阿蘇市総務部政策防災課 

 

「過疎地域持続的発展計画（素案）」について、市民の皆さまからご意見を募集しましたの

で、寄せられたご意見等の概要と、市の考え方を下記のとおり公表します。 

 

１募集期間  令和３年７月２０日（火曜）から令和３年８月３日（火曜）まで 

 

２意見の件数  １件（１人） 

 

３意見等の概要と市の考え方 

 

No. 意見等 市の考え方 

１ 官民一体となって過疎対策を考える

べきであり、その為には私的又は公的

に専門家主体の諮問機関を作り、具体

策を打ち出して行く事が必要不可欠

である。３Kビジネス（観光・環境・

健康）分野等における起業家を育成し

てはどうか。 

本計画において、人材育成（７貢１５

行目）、農業（８貢２２行目）、商工業

（１０貢６行目）の各分野において、

人材の育成や確保について記載してお

ります。どの分野においても重要な課

題となってくることから、いただいた

御意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

 


